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○

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

改

正

案

現

行

（
銀
行
の
特
定
関
係
者
）

（
銀
行
の
特
定
関
係
者
）

第
十
四
条
の
七

（
略
）

第
十
四
条
の
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規

（
新
設
）

定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
よ
ら
ず
に
連
結

財
務
諸
表
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
者
（
以

下
「
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
第
四
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業
会

計
の
基
準
に
お
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て

い
る
法
人
等
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
に
係

（
新
設
）

る
令
第
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
採

用
す
る
企
業
会
計
の
基
準
に
お
い
て
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
同
様
に
取

り
扱
わ
れ
て
い
る
法
人
等
と
す
る
。

５

（
略
）

３

（
略
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
七
条
の
五

銀
行
は
、
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に

第
十
七
条
の
五

銀
行
は
、
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
法
第
十
六
条
の
二
第
七
項
に

規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ

規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
の
三
に
掲
げ
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る
会
社
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
章
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
に

る
会
社
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
章
並
び
に
第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
二
号
に

お
い
て
「
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

お
い
て
「
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る

三

当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
並
び
に
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

イ

当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終
の
貸

イ

当
該
銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た
最
終
の
貸

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類

借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他
こ
れ
ら
の

す
る
書
面
を
含
む
。
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他

会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

き
る
書
面

こ
と
が
で
き
る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

第
十
九
条
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三

号
ヘ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
ニ

号
ヘ
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
ニ

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
に
係
る
も
の
に

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
に
係
る
も
の
に

限
る
。

限
る
。
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一

（
略
）

一

（
略
）

二

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲

二

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲

げ
る
も
の

げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る

ロ

直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
（
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
作
成
に
係
る

期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
二
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表

期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
二
連
結
会
計
年
度
（
連
結
財
務
諸
表

の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
近
の
五
連
結
会
計

の
作
成
に
係
る
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
直
近
の
五
連
結
会
計

年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事

年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事

項

項

経
常
収
益
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

経
常
収
益

(1)

(1)

経
常
利
益
若
し
く
は
経
常
損
失
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

(2)

(2)

～

（
略
）

～

（
略
）

(3)

(7)

(3)

(7)

三

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結

三

銀
行
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又
は
二
連
結

会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算

イ

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算

書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
を
含
む
。
ト
に

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

お
い
て
同
じ
。
）

ロ
～
ニ
（
略
）

ロ
～
ニ
（
略
）

ホ

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
セ
グ
メ
ン
ト

ホ

銀
行
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営
ん
で

情
報
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属
す
る
経

常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産
の
額
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し
た
も
の
（
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各
経
常
収
益
等
の
額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く
。
）

ヘ
～
チ

（
略
）

ヘ
～
チ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業

（
新
設
）

会
計
の
基
準

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

（
子
会
社
対
象
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九

銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
六
項
の

第
三
十
四
条
の
十
九

銀
行
持
株
会
社
は
、
法
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
同
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を

規
定
に
よ
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
（
同
項
に
規
定
す
る
子
会
社
対
象
銀
行
等
を

い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
款
及
び
次
節

い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社
（
以
下
こ
の
款
及
び
次
節

並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
第
八
号
に
お
い
て
「
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と

並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
第
八
号
に
お
い
て
「
銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
子
会
社
と
す
る
こ
と

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に

三

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
五
十
二
条
の
二
十
五
に

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社

規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
い
、
同
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
掲
げ
る
会
社

（
以
下
こ
の
款
及
び
次
節
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
第
八
号
に
お
い
て
「

（
以
下
こ
の
款
及
び
次
節
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
第
八
号
に
お
い
て
「

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
、

銀
行
業
高
度
化
等
会
社
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
、

次
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号

次
条
第
一
項
第
三
号
、
第
三
十
四
条
の
二
十
九
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号

、
第
三
十
四
条
の
三
十
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十

、
第
三
十
四
条
の
三
十
第
一
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
四
条
の
三
十

一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

一
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面

。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面



- 5 -

イ

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

イ

当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
に
つ
き
連
結
し
て
記
載
し
た

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ

最
終
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
そ
の
他

れ
ら
に
類
す
る
書
面
を
含
む
。
次
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
第
三
十
四
条

こ
れ
ら
の
会
社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る

の
十
九
の
五
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
の
会

こ
と
が
で
き
る
書
面

社
の
最
近
に
お
け
る
業
務
、
財
産
及
び
損
益
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
書
面

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

（
銀
行
持
株
会
社
に
係
る
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
の
縦
覧

等
）

等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内

第
三
十
四
条
の
二
十
六

法
第
五
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は

閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
中
間
説
明
書
類
に
あ
つ
て
は

、
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ヘ
並
び
に
第
五
号
に
掲

、
第
一
号
イ
及
び
ニ
か
ら
ヘ
ま
で
、
第
二
号
、
第
四
号
ヘ
並
び
に
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び

て
は
、
海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び

そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。

そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

三

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
主
要
な
業
務
に
関
す
る
事
項
と
し

て
次
に
掲
げ
る
も
の

て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
及
び
二
連
結
会
計
年
度
又
は
直
近
の
五

ロ

直
近
の
三
中
間
連
結
会
計
年
度
及
び
二
連
結
会
計
年
度
又
は
直
近
の
五
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連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に

連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
主
要
な
業
務
の
状
況
を
示
す
指
標
と
し
て
次
に

掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

経
常
収
益
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

経
常
収
益

(1)

(1)

経
常
利
益
若
し
く
は
経
常
損
失
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の

経
常
利
益
又
は
経
常
損
失

(2)

(2)

～

（
略
）

～

（
略
）

(3)

(7)

(3)

(7)

四

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又

四

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
直
近
の
二
中
間
連
結
会
計
年
度
又

は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

は
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算

イ

中
間
連
結
貸
借
対
照
表
又
は
連
結
貸
借
対
照
表
、
中
間
連
結
損
益
計
算

書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

書
又
は
連
結
損
益
計
算
書
及
び
中
間
連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
を
含
む
。
ト
に

連
結
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書

お
い
て
同
じ
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ホ

連
結
財
務
諸
表
規
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
セ
グ
メ
ン
ト

ホ

銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
法
人
等
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業

情
報
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の

を
営
ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に

属
す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
又
は
経
常
損
失
の
額
及
び
資
産
の
額

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し

た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
額
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を

除
く
。
）

ヘ
～
チ

（
略
）

ヘ
～
チ

（
略
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

七

特
例
企
業
会
計
基
準
等
適
用
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
採
用
す
る
企
業

（
新
設
）

会
計
の
基
準

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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